
９／１６（金）の行事

報道発表資料の配付日時 ９月５日（月）１０時００分

発 表 項 目 令和４年度上川総合振興局農業農村整備事業労働災害防止安全パトロール

（ 行 事 名 ） の実施について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

◆行事の目的

概 要 上川総合振興局が発注する農業農村整備事業の工事において、工事現場

の安全パトロールを実施することにより、受注業者の安全管理意識の向

上と、労働災害を防止することを目的とする。

◆行事の概要

１ 日 時 令和４年９月１６日（金）１０：２０～１４：４５

２ 場 所 上川総合振興局上川中部整備室管内 １現場

北部耕地出張所管内 ２現場

３ 参加者

（振興局）植村産業振興部長、近藤整備課長

戸田調整課長 ほか

（協力者）北海道労働局旭川・名寄労働基準監督署

上川農業建設協会技術検討委員会

参 考 上川中部整備室管内

経営体 忠別南地区 ４２工区（旭川市 １０：２０～１１：００）

北部耕地出張所管内

経営体 中士別第１一期地区 ６２工区（士別市 １３：２５～１４：０５）

経営体 中士別第２地区 ４２工区（士別市 １４：０７～１４：４５）

報 道 ( 取 材 ) 現場では、工事施工中のため保護帽を着用してください。

に 当 た っ て 「新北海道スタイル」の実践をお願いします。

の お 願 い 新型コロナの状況、荒天又は荒天後の工事現場の状況によっては、安全パ

トロールを中止とします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)

と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 上川総合振興局産業振興部整備課（担当者：検査専門員 田村 顕仁）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１６６－４６－５９７６

内線 ２９０１



１．目　的

　上川総合振興局が発注する農業農村整備事業の工事において、工事現場の安全パトロール

を実施することにより、受注業者の安全管理意識の向上と労働災害を防止することを目的と

する。

２．日　時

令和４年(202２年)９月１６日（金）　１０：００ ～ １６：００

３．安全パトロール実施現場

・上川中部整備室管内　　１現場

・北部耕地出張所管内　　２現場

４．安全パトロール参加者

【主　催】

上川総合振興局　　植村産業振興部長

　　　　整備課　　整備課長、検査専門員

　　　　調整課　　調整課長、主査（調整）

【協　力】

北海道労働局旭川労働基準監督署

北海道労働局名寄労働基準監督署

上川農業建設協会　技術検討委員会

５．安全パトロール実施現場への連絡

所管出張所（室）より連絡し、現場代理人の立会を求める。

６．安全パトロールの実施方法

１）パトロールは、現場代理人立会のもとに行う。

２）現場代理人からの作業内容・安全管理等の説明を受けた後パトロールを実施する。

　（別添安全パトロール点検表を参照）

３）パトロールは、講評を含めて一現場あたり３０分程度とする。

４）講評は、当該工事現場毎に現場事務所等において行う。

５）整備課長がパトロール結果の所見を述べた後、部長が講評を行う。

令和４年度上川総合振興局農業農村整備事業

労働災害防止安全パトロール実施要領



７．指導事項の改善等について

１）労働安全衛生に関する軽微な事項については、現場での口頭指導とする。

２）労働安全衛生に関して重大事故につながる恐れがある事項は、改善内容等を文書にて提

　　出することを求める。

８．安全パトロールの延期又は中止について

を実施することにより、受注業者の安全管理意識の向上と労働災害を防止することを目的と １）荒天又は荒天後の工事現場の状況、新型コロナウィルス感染症の状況によっては、

安全パトロールを延期又は中止する。

２）出張所（室）はパトロールの当日まで、対象工事現場の状況を随時把握し、パトロール

　　が困難な状況と認められる場合は、すみやかに検査専門員へ連絡する。

安全パトロール（現場班）

産業振興部長

旭川・名寄労基署、調整課長

整備課長、検査専門員

農業建設協会、他 課長

（20分程度）

労基署

（５分程度） 農建協

安全パトロール（書類班）

主査（調整） 部長

検査専門員（１名）

農業建設協会（２名） （延５分程度）

（20分程度）

概要説明

意見等

講　評

上川総合振興局農業農村整備事業労働災害防止安全パトロールの流れ

所　見

現場代理人

工事概要・安全管理の 意見等












